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大阪大学（吹田）医学部附属病院統合診療棟等新営その他工事 

における先進的技術の導入 公募要領 

 

１．概要 

 現在、大阪大学医学部附属病院では再開発事業による「統合診療棟」を新たに整備

しております。統合診療棟の整備にあたっては、現病院における更なる機能強化、業

務の効率化、患者サービスの向上等を目的としており、この度、「大阪大学（吹田）医

学部附属病院統合診療棟等新営その他工事」、「大阪大学（吹田）医学部附属病院統合

診療棟等新営その他電気設備工事」及び「大阪大学（吹田）医学部附属病院統合診療

棟等新営その他機械設備工事」（以下「本工事」という。）において、これまでの病院

に無い新たな建築技術（先進的技術）を企業と連携して導入したいと考えております。 

 

２．公募対象技術等 

(1) 公募対象技術 

 応募者が導入したい取組について公募します（提案型）。なお、当該技術は、躯体・

鉄骨等の構造に関する工種は除いた、外装、内装、電気、空調、衛生、昇降機、外構

等に関する工種とします。 

(2) 導入可能範囲 

 本工事範囲内の一部または全部とします。 

(3) 導入期間 

 応募資料提出後のヒアリングで協議することとします。本学の都合により、ご希望

の導入期間に沿えない場合もあります。なお、導入のための工事や納入等の作業につ

いては、原則として、本工事の完成期限令和 6 年 10 月 31 日（令和 3 年 8 月 25 日時

点）までに完了することとします。 

(4) 費用負担 

 公募対象技術の導入に必要な工事等の費用は応募者が負担することとし、導入期間

中や導入期間満了後に係る人件費、維持管理費、通信費、光熱水費、消耗品費、復旧

費、その他導入技術に必要な一切の経費の負担は、応募資料提出後のヒアリングで協

議することとします。 

 

３．応募資格 

 応募者は、本学に先進的技術の導入を希望する建設業者（建設業法第３条第１項の

許可を受けて建設業を営む者）または製造販売業者とする。 

 

４．公募から導入までの流れ 

令和 3 年 8 月 25 日  公募開始 
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令和 3 年 11 月 30 日  公募締切 

令和 3 年 12 月～令和 4 年 11 月 書類審査・ヒアリング・各種協議 

令和 4 年 12 月 審査結果の決定・公表・通知 

令和 4 年 12 月以降 契約等の締結後、導入 

※スケジュールは、審査状況等により変更することがあります。 

 

５．応募手続きについて 

(1) 応募方法 

 応募者は、別添応募資料に基づき、対象技術ごとに応募してください。 

 提出方法は E-mail とします。 

(2) 提出先 

 国立大学法人大阪大学本部事務機構 施設部企画課施設計画係 

 E-mail：sisetu-kikaku-keikaku@office.osaka-u.ac.jp 

 メールの件名は「先進的技術の導入 応募資料送付（企業名〇〇）」でお願いします。 

(3) 公募期間 

 令和 3 年 8 月 25 日（水）～令和 3 年 11 月 30 日（火）17:00（必着） 

(4) 応募に当たっての注意事項 

1) 本公募の期間に遅れた場合には、受け付けません。 

2) 上記に示した提出方法以外による応募資料の提出は受け付けません。 

3) 応募受付期間終了後の応募資料の修正には応じられません。ただし、ヒアリング

の結果、本学が必要と判断した場合は除く。 

4) 応募に要する一切の費用は、応募者において負担していただきます。 

5) 次の場合には応募の無効となりますので、ご注意ください。 

 ① 応募資格に満たさない者が応募資料を提出した場合 

 ② 応募資料に虚偽が認められた場合 

 

６．導入する技術の選定 

 本学のサステイナブルキャンパスオフィスにおいて、書類審査や応募者からのヒア

リングを行い、導入する技術を選定します。選定する技術は、0 件の場合もあれば、

複数件の場合もあります。なお、審査は非公開で行います。 

 

７．選定結果の通知等 

(1) 選定結果 

 応募者に対して合否を E-mail にて通知します。合否理由については通知しません。

また、選定結果の公表については、選定を受けた者（以下「被選定者」という。）との

協議によるものとします。 
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(2) 選定の取り消し 

 被選定者が次のいずれかに該当することが判明した場合は、選定を取り消すことが

あります。 

 1) 虚偽その他不正な手段により選定されたことが判明したとき。 

 2) 取り消しの申請があったとき。 

 3) その他、選定の取り消しが必要と認められたとき。 

 

８．契約等の締結 

 被選定者は、本学と契約等を締結することになります。 

 

９．リスク負担 

 原則として、被選定者が導入する技術に伴い発生するリスクについては被選定者が

負うものとします。ただし、本学が責任を負うべき合理的な理由がある事項について

は、本学が責任を負うものとします。 

 

１０．秘密保持の取扱い 

 導入する技術の選定の合否結果にかかわらず、本導入（応募から導入開始までの期

間を含む）を通じて知り得た業務上の秘密は、導入期間の内外にかかわらず決して第

三者（本学、応募者、本工事の受注者以外の者）に漏らさないこととします。なお、

業務上の秘密である成果に関する情報を、第三者に提供する場合（学会発表等を含む）

は、事前に本学と協議する必要があります。 

 

１１．個人情報の取扱い 

 応募に関連して提供された個人情報については、応募者の利益の維持、「独立行政法

人等の保有に関する個人情報の保護に関する法律」その他の観点から、技術の選定以

外の目的に使用しません。 

 

１２．応募資料の取扱い 

 選定されなかった応募資料は当方で破棄します。また、提出された応募資料は本公

募の選定以外の目的には無断で使用しません。なお、選定された応募資料の内容につ

いて公開する場合には、事前に被選定者の同意を得るものとします。 

 

１３．資料貸出 

 本公募に参加するにあたり「大阪大学（吹田）医学部附属病院統合診療棟等新営そ

の他基本設計業務 基本設計書」及び本工事の工程表の貸出を、秘密情報取扱いに関

する注意事項の厳守を誓約の上、大阪大学本部４階施設部で行いますので、ご希望の
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方は、本公募の問合せ先までご連絡ください。 

 

１４．その他 

 本要領に記載のない事項については、別途協議を行うこととします。 

 また、公募期間中に本要領に変更があった場合、大阪大学ホームページ（本要領を

掲載するページ）に変更後の要領を掲載いたしますので、ご注意ください。 

 

１５．問合せ先等 

(1) 問合せ先 

国立大学法人大阪大学本部事務機構 施設部企画課施設計画係 

E-mail にて受け付けます。 

E-mail：sisetu-kikaku-keikaku@office.osaka-u.ac.jp 

メールの件名は「先進的技術の導入 問合せ（企業名〇〇）」でお願いします。 

(2) 問合せ期間 

令和 3 年 8 月 25 日（水）～令和 3 年 11 月 30 日（火） 

土日祝日を除く平日の 8:30～17:00 までとします。 


